
V

気 証 吉
事業者名 幸 栄 自動 車株 式 会 社

i14路逹il:と車両法第80条の規定により
次のとおり自動車特定整備事

・
;業 を認証する

記

1。事
‐
;資 場の名称 幸 栄 自動 車 株 式 会 社

2専業場の所在地 茶た県磯城郡口源本町大字れM75各地の1

3珀 動車特定整備事業の種類

普通自動車特定整備事業
小型自動車特定整備事業

4。 対象とする自動車の種類、整備及び装置の種類等
「大型特殊自動車 小型二輪自動車| ′

[普
逍自動車(大型)       | ヒ分解整備に限る

ヽ

リ

普範自動車(ヤ型)′ 1ヽ型四輪自動車

普通自動車(小型)′ 1ヽ型二輪自動車

普逍自動車(未用)軽 自 動 車

分解整備、電子制御

装置整備 (自 動運行

装置を除 く)に 限る

5黒証年月日

6。認 証 春 子

昭和 44年
大陸整気茶

今和  3年

6月 30日
第 680A号
5月 24ロ

辻畿運輸局長 野澤 和


